
随意契約締結状況 （令和６年10月～令和６年11月）

物品等又は役務の名称及び数量

随意契約

担当部課の

名称及び所在地

随意契約を

締結した日

随意契約の相手方の

氏名及び住所

随意契約にかかる

契約金額
随意契約によることとした理由

その他必要な

事項（備考）

1

マテハン設備の予防保全に係る予

備品の購入

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

福知山分室

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和6年10月31日

ムラテックCCS株式会社

CCS物流　関西事業所

京都府京都市南区吉祥院南落合町3

1,705,000円

契約業者は当該設備の施工・保守点検業者であり、当該部

品は同社のみが取扱い可能であることから、契約の性質又

は目的が競争を許さない場合に該当するため（日本赤十字

社会計規則第36条第４項）

2

倉庫設備・内装工事

一式

大阪府赤十字血液センター

枚方出張所

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和6年11月1日

株式会社京阪百貨店

大阪府守口市瓦町8-3

4,488,000円

契約業者は賃貸人の指定業者であることから、契約の性質

又は競争を許さない場合に該当するため。（日本赤十字社

会計規則第36条第４項）

3

血液保冷庫の購入

一式

兵庫県県赤十字血液センター

姫路事業所

総務部経理課

茨木市彩都あさぎ

7-5-17

令和6年11月19日

宮野医療器株式会社

兵庫県神戸市中央区楠町5-4-8

1,599,400円
予定価格が160万円を超えない財産の買い入れに該当するた

め（日本赤十字社会計規則施行細則第35条第2号）
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4

採血ベッドの購入

３台

和歌山県赤十字血液センター

和歌山駅前出張所

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和6年11月21日

株式会社エースメディカル

愛知県小牧市小木東1-257

2,088,900円

契約業者は当該機器の製造・販売元であり、同社のみが取

扱い可能であることから、契約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため（日本赤十字社会計規則第36条

第４項）

5

R-5系統冷凍機更新工事

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

福知山分室

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和6年11月21日

日立グローバルライフソリュー

ションズ株式会社

大阪府大阪市淀川区野中南2-11-27

21,450,000円

契約業者は当該設備の施工・保守点検業者であり、本工事

施工にかかる技術・知識を有し当該工事を安全かつ迅速、

確実に実施できることから契約の性質又は目的が競争を許

さない場合に該当するため（日本赤十字社会計規則第36条

第４項）

6

外壁改修工事

一式

日本赤十字社

近畿ブロック血液センター

総務部経理課

大阪府茨木市彩都

あさぎ7-5-17

令和6年11月27日

戸田建設課株式会社　大阪支店

大阪市北区堂島浜1-1-27

大阪堂島浜タワー10階

60,500,000円

契約業者は当該建物の施工業者であり事前の外壁調査の実

施業者あることから、既存建物の構造を理解し、また、外

壁の不具合箇所を把握しており、当該改修工事の計画から

施工まで、安全かつ迅速、確実に実施できると思料される

ことから契約の性質又は目的が競争を許さない場合に該当

するため（日本赤十字社会計規則第36条第４項）
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7

血液保冷庫の購入

一式

兵庫県赤十字血液センター

総務部経理課

茨木市彩都あさぎ

7-5-17

令和6年11月28日
株式会社大同工業所

大阪府東大阪市楠根1-6-45
9,200,000円

契約業者は当該物件の製造・販売元であるため、契約の性

質又は目的が競争を許さない場合に該当するため（日本赤

十字社会計規則第36条第4項）

8

血小板振とう器の購入

一式

和歌山県赤十字血液センター

総務部経理課

茨木市彩都あさぎ

7-5-17

令和6年11月28日
株式会社大同工業所

大阪府東大阪市楠根1-6-45
5,420,000円

契約業者は当該物件の製造・販売元であるため、契約の性

質又は目的が競争を許さない場合に該当するため（日本赤

十字社会計規則第36条第4項）

9

血液保冷庫の購入

一式

和歌山県赤十字血液センター

紀南出張所

総務部経理課

茨木市彩都あさぎ

7-5-17

令和6年11月29日
株式会社大黒

和歌山県和歌山市紀三井寺855-71
1,595,000円

予定価格が160万円を超えない財産の買い入れに該当するた

め（日本赤十字社会計規則施行細則第35条第2号）


